
介護職員によるたんの吸引等の実施に伴う介護報酬の見直しについて 

○ 平成24年度から、一定の研修を受けた介護職員が、医療関係者との連携の下、たんの吸引等を実
施することが可能となることに伴い、以下の見直しを行う。 

 ・ 訪問介護と介護老人福祉施設の加算の重度者要件の所要の見直し 
 ・ 訪問看護において、たんの吸引を行う訪問介護事業所への支援を評価 

１ 訪問介護 

○ 特定事業所加算（総単位数の１０％又は２０％を加算）の重度者の受入に係る要件において、たん
 の吸引等が必要な利用者も算入できることとする。 

→ 前年度又は前３カ月の利用者総数のうち、要介護４・５、認知症（日常生活自立度Ⅲ以上） 
 又はたんの吸引等を必要とする利用者が２０％以上 

２ 介護老人福祉施設 

○ 日常生活継続支援加算（22単位→23単位／日）の重度者の受入に係る要件について、たんの吸
 引等が必要な利用者が一定割合以上いる場合にも算定できることとする。 

→ ①要介護４・５の利用者が７０％以上、②認知症（日常生活自立度Ⅲ以上）の利用者が75％以上
 又は③たんの吸引等が必要な利用者が１５％以上いること。 

３ 訪問看護 

○ たんの吸引等を実施する訪問介護事業所と連携し、実施計画の作成の支援等を行った訪問看護事
 業所に対する加算を創設。 

→ 看護・介護職員連携強化加算（新規）   250単位／月 
1 

報酬改定（介護報酬） 


